
第２章 京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例の概要

１ 条例の制定

産業廃棄物の不法投棄等は、安全で快適な生活や自然環境を脅かす重大な環境犯罪です。

このような事態が起こらないようにするためには、私たち一人ひとりが日頃から地域の環境に関心

を持ち、不法投棄等がなされないように常に注意を払うとともに、不法投棄等を行う者の動きを早い

段階からつかみ、不法投棄等を行わせないための規制手段が必要です。

不法投棄等を規制する手段として廃棄物処理法がありますが 「これは有価物であり廃棄物ではな、

い 「自社の産業廃棄物を一時的に保管しているだけ」等の抗弁により法の規制を逃れようとするな」、

ど、不法投棄等を行う者の手口が年々悪質・巧妙化し、廃棄物処理法では機動的に対処できない事案

も見受けられるようになりました。

そこで府は、不法投棄等の行為者の言い逃れを許さず、その実態を早く明らかにし、不法投棄等を

未然に防止するための仕組みを作るため、学識者で構成する「不法投棄規制に係る研究会」において

検討を重ね、府環境審議会の意見を聴き、また、府民意見募集も実施しながら条例化の作業を進め、

その結果、14年12月府議会において「京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例」が全会一致

で可決され、成立しました。

２ 条例の内容

この条例は、産業廃棄物の不適正な処理が地域の環境に重大な支障を及ぼすことから、産業廃棄物

の不適正な処理を未然に防止するための手法等を定め、府民の安全、快適な生活及び自然環境を維持

し、人と自然が共生できる良好な地域の環境を保全することを目的としています。
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また、具体的な規制措置としては、次のような規定を盛り込んでいます。

・自社の産業廃棄物の保管用地の届出

・自社の産業廃棄物の運搬状況を明らかにするための運搬指示票制度

・産業廃棄物の疑いのある物の報告徴収や立入検査

・産業廃棄物の搬入が継続し環境を損なうおそれがある場合の搬入一時停止命令

・命令違反等に対する罰則

これらの規定の中で、特に、疑いのある物の報告徴収や搬入一時停止命令の措置は全国で初めての

制度であり、この条例により、不法投棄等の実態を早い段階で的確に把握し、当該行為を止めさせる

、 （ ） （ ）とともに 廃棄物処理法に基づく改善命令 基準違反の改善を命じる や措置命令 撤去等を命じる

とも併せ、不法投棄等を防止することができるようにしたいと考えています。

この条例は、15年４月１日から施行されます。

図１－２ 廃棄物処理法と条例の手続関係

保管 違反
　産業廃棄物処理業者( 許可 、 )

　排出事業者( 　 、 )
又は　埋立処分 改善

命令
自社保管抗弁対応 勧告 違反

※ 行政指導の
事態の悪化を防止する措置 明確化 措置

命令
有価物・土砂抗弁対応 搬入継続 違反

違反

(凡例) 廃棄物処理法に基づく手続
条例で新設する手続 ※

公　　表
排出事業者等への情報
提供、被害拡大防止

※条例に基づく
手続により早期
に認定が可能

マニフェスト
報告徴収・立入検査

処理基準違反
認定時期

搬入継続

産業廃棄物
届出 運搬指示票

条例の
ねらい

産業廃棄物の
疑いのある物

保管　又は　埋立処分 報告徴収・立入検査

搬入一時
停止命令

告
　
発



１　条例制定の必要性
○

○ 　このため、
�　事業者等の責務の明確化・府民等と連携した対策の実施
�　産業廃棄物の保管等の規制措置

２　条例の規定の内容
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　産業廃棄物の不法投棄は、様々な抗弁(注)により法の網を逃れようとするなど悪質・巧妙化し、
法の規制を早い段階で効果的に適用することが困難。

を主な内容とする条例を定め、廃棄物処理法をより効果的に行使し、府民の安全、快適な生活や
自然環境を脅かす不法投棄に迅速・的確に対応する。

不法投棄の防止に向け、事業者(産業廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用、
適正管理等)、産業廃棄物処理業者(適正処理等)、土地所有者等(土地提供時の
注意義務等)の責務を規定

府は、法・条例に基づく権限の的確な行使、情報提供・啓発、事業者への支援
等とともに、監視体制の整備、府民等と連携した監視実施

事業者等の責
務、府民等と
連携した対策
の実施

産業廃棄物の不適正な処理を未然に防止するための手続等を定め、府民の安全、
快適な生活及び自然環境を維持し、人と自然が共生できる良好な地域の環境を保
全する。
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自社産業廃棄物の適正な運搬を確保するため、自社の保管用地への産業廃棄物の
搬入・搬出、運搬の際の運搬指示票の交付・携行を義務付け
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搬入一時
停止命令
(§14)

不法投棄の疑いがあり、行為の継続により地域の環境が損なわれるおそれがある
ときは、報告徴収等により事実確認するまでの間、搬入の一時停止を命令(事実確
認の結果、法違反が明らかになれば法の改善命令や措置命令を適用)

報告徴収
立入調査
(§12.13)

事態の悪化を防止する措置

有価物・土砂抗弁等に対応

自社保管用地における産業廃棄物の動きを把握

無許可処理業者の自社保管抗弁に対応

産業廃棄物又は産業廃棄物の疑いのある物について、報告徴収・立入検査を行う
権限を規定

(§15)
京都市域については産業廃棄物の規制権限は京都市長にあることから、この条例
の適用を除外

公表・罰則
(§16)(§18～21)

条例の施行状況、法違反による行政処分(改善命令等)等の内容(事実、氏名等)を
公表。命令違反等に対して罰則適用

その他

(注)「自社保管抗弁」：無許可処理業であるにもかかわらず自社産業廃棄物の保管と抗弁
　　「有価物・土砂抗弁」：廃棄物ではなく有価物又は土砂と抗弁

京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例の概要


